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□
病
院
や
施
設
で
も

県
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た

病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
・
身
体
障
害
者
更

生
援
護
施
設
な
ど
に
入
院
・
入
所
中

の
人
は
、
そ
こ
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

病
院
な
ど
の
係
員
に
お
話
し
く
だ
さ

い
。
市
内
で
指
定
さ
れ
て
い
る
病
院
・

施
設
は
次
の
三
十
九
カ
所
で
す
。
付

き
添
い
の
人
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

前
橋
赤
十
字
病
院
、
群
馬
中
央
総

合
病
院
、
群
馬
大
附
属
病
院
、
県
立

心
臓
血
管
セ
ン
タ
ー
、
厩
橋
病
院
、

関
口
整
形
外
科
病
院
、
赤
城
病
院
、

前
橋
協
立
病
院
、
上
毛
病
院
、
済
生

会
前
橋
病
院
、
老
年
病
研
究
所
附
属

病
院
、
上
毛
泌
尿
器
科
記
念
善
衆
会

病
院
、
上
武
呼
吸
器
科
内
科
病
院
、

わ
か
ば
病
院
、
富
沢
病
院
、
老
年
病

研
究
所
附
属
介
護
保
険
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
病
院
、
陽
光
苑
、
あ
ず
ま
荘
、

青
梨
子
荘
、
一
羊
館
、
サ
ン
ビ
ュ
ー
ぐ

ん
ま
、や
ま
ぶ
き
、
前
橋
老
人
ホ
ー
ム
、

明
風
園
、
恵
風
園
、
上
毛
の
里
、
ケ

ア
ハ
ウ
ス
前
橋
、
す
み
れ
荘
、
ほ
の
ぼ

の
荘
、
春
日
の
里
、
あ
じ
さ
い
園
、
シ

ャ
リ
テ
ィ
エ
ま
え
ば
し
、
明
光
園
、

鐘
の
鳴
る
丘
愛
誠
園
、
第
二
明
光
園
、

元
気
の
郷
、
清
里
荘
、
桂
荘
、
青
空
。

□
重
度
身
障
者
は
郵
便
な
ど
で

次
に
該
当
す
る
重
度
の
身
体
障
害

者
で
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の
交

候
補
者
の
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー

は
、
五
百
十
二
カ
所
の
公
設
ポ
ス
タ

ー
掲
示
場
に
張
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
以

外
に
は
掲
示
で
き
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん

が
候
補
者
を
選
ぶ
参
考
に
し
て
く
だ

さ
い
。

候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見
な

ど
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
が
、
新
聞

折
り
込
み
で
各
家
庭
へ
届
け
ら
れ
ま

す
。
五
月
十
七
日
�
の
朝
日
・
産
経
・

毎
日
・
読
売
・
東
京
・
上
毛
新
聞
の

朝
刊
に
折
り
込
み
予
定
で
す
。
こ
れ

以
外
の
新
聞
を
購
読
し
て
い
る
世
帯

や
新
聞
を
購
読
し
て
い
な
い
世
帯
へ

は
、
郵
送
し
ま
す
。
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
次
の
施
設
な
ど
に
も
置
い

て
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
覧
く

だ
さ
い
。

市
役
所
、
水
道
局
、
Ｊ
Ｒ
市
内
各

駅
、
上
電
中
央
前
橋
駅
、
三
地
区
を

除
く
各
地
区
公
民
館
・
各
郵
便
局
な

ど
。開

票
は
即
日
開
票
で
す
。
午
後
八

時
五
十
分
か
ら
次
の
五
カ
所
で
行
い

ま
す
。

第
一
区
・
一
中
、
第
二
区
・
五
中
、

第
三
区
・
桂
萱
小
、
第
四
区
・
敷
島

小
、
第
五
区
・
元
総
社
中

投
票
状
況
は
、
午
前
九
時
現
在
か

ら
二
時
間
ご
と
に
午
後
七
時
ま
で
と

確
定
を
、
開
票
状
況
は
午
後
十
時
現

在
か
ら
三
十
分
ご
と
に
確
定
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
市
役
所
西
玄
関
に
掲
示
す

る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

投
開
票
速
報
を
行
い
ま
す
。

県
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
ア
ド
レ
ス
はhttp://w

w
w
.pref.

gunm
a.jp/senkan/index.htm

l

で
す
。

付
を
受
け
て
い
る
人
は
、
自
宅
で
郵

便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。
投
票
用
紙
の
交
付
請
求
は
五

月
十
八
日
�
ま
で
で
す
。

�
身
体
障
害
者
手
帳
の
場
合
は
、

両
下
肢
・
体
幹
・
移
動
機
能
の
障
害

が
一
級
か
二
級
、
心
臓
・
じ
ん
臓
・

呼
吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
・
小
腸

の
障
害
が
一
級
か
三
級
。
免
疫
障
害

の
程
度
が
一
級
か
ら
三
級
ま
で
�
戦

傷
病
者
手
帳
の
場
合
は
、
両
下
肢
・

体
幹
の
障
害
が
特
別
項
症
か
ら
第
二

項
症
ま
で
、
内
部
機
能
の
障
害
が
特

別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
�
介
護

保
険
の
被
保
険
者
証
の
区
分
が
「
要

介
護
５
」。

□
不
在
者
投
票
の
代
理
記
載

郵
便
な
ど
で
不
在
者
投
票
が
で
き

る
選
挙
人
で
、
次
に
該
当
す
る
人
は

あ
ら
か
じ
め
市
選
挙
管
理
委
員
長
に

届
け
出
を
し
た
人
に
よ
っ
て
、
代
理

記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
身
体
障
害
者
手
帳
の
場
合
、
上

肢
か
視
覚
の
障
害
が
一
級
�
戦
傷
病

者
手
帳
の
場
合
、
上
肢
か
視
覚
の
障

害
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症

ま
で
。

□
市
外
に
滞
在
し
て
い
る
人

投
票
す
る
資
格
が
あ
っ
て
市
外
に

仕
事
な
ど
で
滞
在
中
の
人
は
、
滞
在

し
て
い
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
を
通
じ
て
、
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。
滞
在
し
て
い
る
市
町
村
の
選

挙
管
理
委
員
会
で
説
明
を
受
け
て
か

ら
、
早
め
に
請
求
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

合併する前の市域で

前回の市議選で（新田小）


